
 

 

  

令和５年５月 12 日 鉾田市立旭中学校 保健室 

 

５月８日より、新型コロナウイルス感染症が感染症法２類から５類に移行されました。５

類に移行しても、感染が収まるわけではなく、高齢者の方や病気で免疫が低下している人に

とっては依然として怖いウイルスには変わりません。基本的な感染症対策として、手洗い、

換気、規則正しい生活で免疫力を高めるなどの対策を、継続していきましょう。 

 

そもそも感染症法とは? 

 正式名称は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」 

といいます。感染症法は、第 1 条で「感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、

もって公衆衛生の向上及び増進を図ること」を目的と定めています。 

 

感染症法の類型とは?  

感染症を予防し、流行を抑えるために、ウイルスや細菌といった病原体を、感染の広がり

やすさや症状の重症度など危険度に応じて 5 段階に分類したものです。1～5 類まであり、

1 類にはもっとも危険度が高いとされている病原体が指定されています。類型に応じて、法

律で可能な措置が変わります。 

 

保健だより 臨時号 咳やくしゃみがでるときは 

咳エチケット 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

出席停止期間について 

「発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

留 意 事 項 

〇 「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状（咳、のどの痛み等） 

が改善傾向にあることです。 

〇 「発症した後５日を経過」や「症状が軽快した後１日を経過」については、発症した日や 

症状が軽快した日の翌日から数えます。      

〇 濃厚接触者としての特定は行わないことから、同居の家族が新型コロナウイルスに感染し 

ても、出席停止の対象としません。  

感染が確認されていない場合、出席停止の対象になりません

が、発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合は、自宅

で休養することが大切です。 
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検体採取日

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止

発症後４日目に

症状が軽快した場合

（最低基準）

発症後５日目に

症状が軽快した場合

無症状者

※無症状の出席停止期間については、検体を採取した日から５日を経過するまで。

登校可能

登校可能

登校可能

例
発症後５日間（出席停止期間）  発症後５日を経過した後

療養期間 ５日間経過


